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陳     情 

○経営企画委員会 
 

受理
番号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
受理 
番号 

受 理 
年月日 件  名 提 出 者 要     旨 

13 ６.９.２ 懲戒処分の平

等な処分を行

うことを求め

る陳情 

富山市  

個人  

 

１.地方公務員法第32条（以下、32条と

いう。）「職員は、その職務を遂行する

に当つて、法令、条例、地方公共団体の

規則及び地方公共団体の機関の定める

規程に従い、且つ、上司の職務上の命令

に忠実に従わなければならない。」と定

められています。この条項の目的は、地

方公共団体の行政を円滑かつ効率的に

運営し、国民へのサービスの提供を確実

にすることです。地方公務員が法令や上

司の命令に従うことで、組織全体の秩序

が保たれ、業務がスムーズに進められる

と考えます。また、重要性として、地方

公務員は、国民の生活に密接にかかわる

仕事に従事しています。そのため、法令

や上司の命令を遵守し、職務に忠実に当

たることは、国民の信頼を得るうえで、

非常に重要なことであると考えます。 

 以上のことからとても大切な条項で

あることが理解いただけると考えます。

 所管する総務省は、地方公務員がこの

条項に違反した場合は懲戒処分の対象

になると考えています。 

２.現状、富山県において32条に違反し

た場合、どのような事務手続きになって

いるか説明します。各所属の職員が32条

に違反した場合、富山県が作成している

「懲戒処分の指針」に該当するかを確認

し、該当する場合は、人事課へ報告を行

い、懲戒処分の検討が行われます。ただ

し、違法行為を行ったことが明らかであ

っても「懲戒処分の指針」に該当しない

と所属が判断した場合は、人事課へ報告

を行わず、懲戒処分の対象とはならない

仕組みとなっています。つまり、違反行

為を起こした所属の判断により、懲戒処

分の対象とならないのが現状です。  

このような事務手続きが、懲戒処分の平

等性が保たれていない原因だと考えま

す。 

３.実例を参考に説明します。    

① 富山県農林水産総合技術センター
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（以下、技術センターという。）の敷

地内であるが公道の条件を満たした

道路において、車両と人との事故が発

生し、相手の人は救急車で運ばれまし

た。このような状況は「懲戒処分の指

針」に当てはまらないと所属が判断

し、人事課へ報告はされませんでし

た。               

 その数か月後、被害者が疑問を持

ち、警察へ事故情報を問い合わせまし

たが、警察は事故報告を受けていない

として技術センターへ事実確認を行

いました。すると事実であることが判

明したため、警察は現場検証を行い、

技術センター総務課長に対して、交通

事故なので警察へ報告するよう説明

し、結果、物損事故として処理されま

した。              

 この段階で、所属は「懲戒処分の指

針」に該当しないと判断し、人事課へ

の報告を行いませんでした。    

 さらに数か月後、被害者から人身事

故の被害届が出され、物損事故から人

身事故に切り替わりました。所属は

「懲戒処分の指針」を確認し、懲戒処

分の対象であると判断し、人事課に報

告しました。           

 このように、技術センターでは、車

両の物損事故は懲戒処分の対象とな

らないと判断している一方、他の所属

では、車両の物損事故であっても、人

事課へ報告しているといった偏った

懲戒処分がなされているのが現状で

す。 

② 技術センターに対して、富山市労働

基準監督署から労働基準法、労働安全

衛生法違反のため複数回、是正勧告が

出されています。これらは明らかに 

32条違反であることは容易に理解す

ることができます。今回も同様に、是

正勧告が出されるたびに、「懲戒処分

の指針」に該当しないことを確認した

うえで人事課に32条違反の報告が行

われることはありませんでした。その

結果、何度違反を繰り返しても32条が
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守られることはなく、違法行為が発覚

したら指摘された箇所のみ改善し、こ

れを繰り返した結果、長期間に何度も

是正勧告が出されています。    

 このように県では、繰り返し32条違

反を行ったとしても懲戒処分がなさ

れていない実情があります。つまり

「懲戒処分の指針」に該当しない違法

行為であれば、何度繰り返しても富山

県としては問題がないと判断してい

るのが現状です。 

４.以上のことから、32条違反した職員

がいた場合は、各所属は、すべて人事課

に報告を行い、懲戒処分を行うよう、法

令を遵守した業務を行うことを求めま

す。                

 もちろん、処分内容については、各自

治体に委ねられているので、32条違反し

ているが、富山県としては、懲戒処分の

対象か検討した結果、「処分なし」と結

論づけることもあると思います。   

 懲戒処分を行う人事課としては、職員

の32条違反によって職務過多になると

は到底考えにくいと思います。もし、要

望した事務手続きによって職務過多に

なるのであれば、人事課としての職務の

基本である、職員への教育方法に大きな

欠陥があるということであり、それは、

基本の職務を怠っていることが大きな

問題ということで、今回の要望によって

起こる問題とは別問題だと考えます。 
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14 ６.９.６ 富山県の人件

費削減努力を

知ってもらう

事を求める陳

情 

富山市  

個人  

 

１.県民に対して、富山県がどのような

努力を行い人件費削減を行っているか

を具体的に説明し、多くの県民の理解を

得られるよう努力することを望む陳情

です。               

 以下に理由を説明します。 

２.富山県が日々、どのように人件費削

減を行っているのか、具体的行動を説明

することが直接的であり、県民も理解し

やすいと考えます。         

 一例をもとに説明します。例に出てく

る所属は富山県農林水産総合技術セン

ター農業研究所（以下、農研という。）

です。なお、農研で労働に従事している

非正規職員の賃金予算は、富山県人事課

が捻出していることから、富山県人事課

は労働内容や賃金についてはすべて承

知、承諾済みであることを前提としてい

ることを理解していただきたいと思い

ます。               

 記載内容に疑問が生まれる可能性が

あるかもしれませんが、労働基準監督署

が違法行為は見当たらないと結論付け

た結果を踏まえ、富山県が努力した結果

です。（労働基準監督者が調査に入り、

違法行為は見つからなかったと報告書

が作成されています。）       

 なお、違法ではなくする具体的な手法

については、あえて記載を避けるので、

詳しく知りたい場合は、個別に人事課に

問い合わせてください。 

① 農研では冬季施設内の除雪作業が

早朝に必要とされています。正規職員

だけでの除雪作業は生命にかかわる

とのことで、非正規職員も同様に早朝

時間外労働することを命令され、作業

に従事します。          

 ポイントとして、非正規職員に時間

外労働させることが人件費削減につ

ながるのです。非正規職員の時間外労

働手当と時間外分の賃金を支払わな

くてもよくなる手法があり、これを適
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用させることにより、非正規労働者の

労働環境が労働基準法で定められた

違法行為に触れない限り、非正規労働

者に労働させるほど、人件費削減につ

ながる仕組みです。労働関連の法令に

詳しい方であれば、振替休日で補って

いると考えられる方もいると思いま

すが、富山県が考えた手法は、振替休

日を与えずとも違法性はありません。

（繰り返しですが、労働基準監督署

は、違法行為は見つからなかったと結

論付けています。）        

 しかし、現在の条例では、正規職員

にはこの手法は適用できないので、正

規職員が労働すれば、法令に従い、賃

金は発生します。なお、この手法は平

成の時代から継続的に使用され、長期

間の実績があります。 

この手法は、県が発表している統計的

な人件費削減の数字には反映されない

ので、県民の目には映りにくいのです。

そのため、具体的なやり方を説明するこ

とが大事であると考えます。     

 このように、合法的に時間外手当及び

時間外賃金を支払わない仕組みを考え、

実行していることにより、人件費削減を

行っていることを、直接的に伝えること

で、県民が理解しやすくなると考えま

す。                

 本来であれば、この手法により、県全

体の人件費削減金額がいくらになるか

公表されると、より理解しやすいと思い

ますが、手法を知る者としては、集計す

ることがとても難しいこともわかるの

で、この陳情で集計を公表することは求

めないものとします。        

 この手法を正規職員にも適用させる

ことができるか否かは、人事委員会、労

働基準監督署などに最終確認を行い、違

法性がないと判断され、関係する条例改

正などを行えば適用可能だと思います

が、本陳情の趣旨とは異なるので、ここ

で求めるものではありません。    

 ただ、県民から要望があれば、適用を

前向きに考えることは県の職務である
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と考えます。            

 正規職員も非正規職員と同様になれ

ば、今以上に合法的に人件費削減が可能

になり、削減された公金を別の用途に使

用することにより、多くの県民の役に立

つことになると思います。 
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17 ６.９.６ 集合住宅での

組織的嫌がら

せ行為（集団

ストーカー犯

罪）の解明と

予防策を求め

る陳情 

東京都八王子市

暁町１丁目30番

９号サン・マリ

ーナ310 

特定非営利活動

法人 Targeted 

Individuals 

Japan 

代表  

押越 清悦 

陳情内容 

地域の集合住宅内において、組織的嫌

がらせ行為（集団ストーカー犯罪）、他

の入居者や近隣の人を使い、引っ越しせ

ざるをえない状況に追い込まれている場

合があります。これは集合住宅に限らず、

一戸建て団地でも、地上げ目的等で引っ

越しに追い込まれる場合もあります。こ

れが長期にわたり、引っ越しする予算も

なく、その団地内で孤立し、耐えている

方々が救済を求めています。公営の団地

でも行われ、自治会等が中心になり、組

織だって追い出し工作を行っているとの

被害者さんの声が多々あります。   

 犯罪として訴えても、警察は軽微な犯

罪と、相談のみで一向に調べず、自治会

を指導する機関も存在しませんし、不動

産管理会社も理解できず退去を求めてく

ることになります。         

 本年８月５日朝日新聞記事（ドキュメ

ント2024）老いる団地、複数の人に幻聴

が聞こえる東京・多摩ニュータウンとい

う記事がありました。昭和の高度経済成

長期の遺物が病巣となり、集団ストーカ

ー・テクノロジー犯罪者が巣食う築50年

以上の老朽化団地を生活保護受給者に斡

旋する不動産屋、社団法人、生活保護費

をピンハネする悪徳業者を貧困ビジネス

と呼び、その人たちを利用し、嫌がらせ

犯罪（集団ストーカー・テクノロジー犯

罪）に加担させていると考えられます。

朝日新聞の記事にある幻聴は、現在では

マイクロ波聴覚効果、Ｖ２Ｋ骨伝導音声

送信という技術を使い演出可能であり、

多くの被害者が以前から訴えているもの

であります。            

 これら生活保護者の実態（犯罪関与）

や自治会の指導、嫌がらせ追い出し工作、

現代型地上げ工作、嫌がらせに使われる

機器類（盗聴盗撮器、騒音発生元、電磁

波悪用）、貧困ビジネスの調査解明を訴

え陳情します。 
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陳情項目 

１ 公営の集合住宅自治会への組織的嫌

がらせ追い出し工作等の調査と指導 

２ 生活保護受給者への組織的嫌がらせ

行為（集団ストーカー犯罪）の関与を防

ぐ施策を検討し指導する。 

３ これら組織的嫌がらせ行為（集団ス

トーカー・テクノロジー犯罪）の専門窓

口と調査班の設置          

 騒音、異臭、毒物、電磁波を調べる測

定器類の設備を整え、これを訴える市民

の近辺測定、そして近隣を訪問し、注意

喚起案内を手渡す。 
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○教育警務委員会 
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番号
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
受理 
番号 

受 理 
年月日 件  名 提 出 者 要     旨 

18 ６.９.18 富山県警察の

改善を求める

陳情 

富山市 

個人 

陳情の趣旨 

平成24年以降、本部警察相談課、富山

中央警察署、富山西警察署、射水警察署、

上市警察署、富山南警察署、魚津警察署

で被害相談してきたが何もせず、令和５

年になって「時効が完成したから被害届

は受理できない」と２回拒否。    

 富山県警察本部長に対して、捜査機関

として適正な業務執行の改善を求める陳

情。 

陳情の理由 

平成23年７月４日16時25分頃、東京都

渋谷区笹塚１－59（甲州街道）で交通事

故に遭い、意識不明の重体で記憶障害に

なった。相手方は事故現場にはおらず、

環状７号線の向こうで発見された（救護

措置義務違反）。目撃者（救助者）が救護

措置をした。事故担当者は、現警視庁麻

布警察署警備課職員。        

 平成24年４月４日午後、事故現場で記

憶がないことを確認した。平成24年４月

５日午後、供述調書は作成したが、実況

見分調書は平成28年１月23日に作成。平

成24年４月６日午後、取調室内で机一面

に事故後の写真を広げ、抑圧して、捏造

する目的で架空の目撃証言を教え、①現

金の支払い、②示談書作成、③示談書の

コピーを渡せ、の強要をした。平成24年

４月６日夜、面識のない事故の相手方を

入院中の病院の脳神経外科病棟に送り込

み、金194,250円と示談書を強取した。さ

らに交通事故も捏造した。この結果、損

害保険会社は１円すら支払っていない。

 犯罪捜査規範61条・63条は、「管轄地

域の事件であるかどうかを問わず」と規

定している。富山県警察に10年以上にわ

たり被害相談してきたが何もしなかっ

た。過去の相談記録を開示請求したとこ

ろ、被害届と書いた書面が複数枚出てき

た。令和５年になって「時効が完成した

から被害届は受理できない」と初めて本

部刑事部職員が理由を述べた。それまで
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は「できない、帰れ」と追い払ってきた。 

警察組織幹部は、都合の悪い情報は中

間管理職員が警察組織を守るために自分

たちだけで解決を図る組織であることを

把握し、常に風通しの良い環境・組織作

りを考え、共に問題解決に参加し、部下

に任せきりにせず、解決努力をすべきで

ある。さらに、県民と共に犯罪撲滅をし

ていくことが何より大事であることを理

解し、県民の意見を真摯に聞き、期待に

沿えるよう努力すべきである。    

 それを業務執行することにより、取り

扱わないことによる被害者はなくなる。

 今後、取り扱わないことによって苦し

む被害者が出ないよう切に願う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



陳     情 

○県土整備農林水産委員会 
 

受理
番号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
受理 
番号 

受 理 
年月日 件  名 提 出 者 要     旨 

15 ６.９.６ 原種、原原種

生産に関わる

陳情 

富山市  

個人  

 

１.この陳情は、現在、富山県が行って

いる原種、原原種生産の未来計画を速や

かに事業として行うことを求める陳情

です。               

 以下に理由を説明します。 

２.ご存知かもしれませんが、2018年４

月以前は種子法が存在し、富山県は、法

的に政令品種の原種、原原種を生産しな

ければならない義務を背負い、法に従い

生産を行ってきました。しかし、義務を

定めた種子法が、2018年４月以降廃止に

なったため、法的な生産義務はなくなり

ました。種子法廃止の理由の一つとし

て、自治体だけに義務を負わせるのでは

なく、民間の参入を認めることにより、

新しい技術や効率の良い生産などを期

待するなどの廃止理由があります。  

 原種、原原種の生産を担当している県

農産食品課に、種子法廃止に伴い、富山

県としての短中長期の事業計画があれ

ば教えてほしいと問い合わせましたが、

富山県の未来を構想した事業が存在し

なかったため、この陳情を提出すること

としました。            

 正直、種子法廃止から５年以上経って

いるにも関わらず、いまだ未来構想が事

業化されていないということは、富山県

の農業に未来はないから構想できない

と受け取られても仕方のない状況だと

感じてしまいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



陳     情 

○県土整備農林水産委員会 
 

受理
番号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
受理 
番号 

受 理 
年月日 件  名 提 出 者 要     旨 

16 ６.９.６ 農業機械研修

センター事業

の見直しを求

める陳情 

富山市  

個人  

 

１.この陳情は、現在、農業機械研修セ

ンター（以下、研修センターという。）

で行われている事業の見直しを求める

ものです。             

 以下に理由を説明します。 

２.ご存知かもしれませんが、研修セン

ターは農業機械化促進法（以下、促進法

という。）を軸に事業化されました。促

進法は日本の農業における機械化を促

進し、農業生産性の向上と経営の安定化

を図ることを目的とした法律で、この法

律は、高性能な農業機械の開発・導入を

促進し、農機具の検査制度を整備するな

ど、様々な側面から農業の機械化を支援

しています。            

 しかし、促進法は2018年４月に廃止さ

れました。つまり1953年に制定された促

進法の目的が達成、また時代の変化によ

り必要がなくなったため廃止されたこ

とは容易に理解できます。      

 研修センターが行っている事業の一

つの大型特殊自動車（農耕者限定）、け

ん引（農耕者限定）（以下、免許事業と

いう。）の参加者は、令和５年度は193

名と多かったのです。しかし、促進法が

廃止され、新規就農者が年間60人程度に

対し、３倍以上の参加者がいることか

ら、既存の農業従事者が多く参加されて

いることがわかります。       

 富山県が行うべき免許事業は、新規就

農者など今から始めようとする人たち

の法令遵守するためのサポートであっ

て、既存の農業従事者が無免許で農業事

業を行っていたことを合法化するため

のサポートに公金が使用されるのは、不

適切な使用方法であると考えられます。

 また、長年、促進法の目的に沿って事

業化してきたにもかかわらず、いまだ無

免許で農業事業を行っている事業者が

いるのであれば、富山県が促進法に沿っ

て行ってきた事業内容は間違った方法

であり、公金を無駄にしてきたと思われ

ても仕方がない状況だと考えられます。
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 以上のことから、促進法廃止の背景な

ど、時代に沿うよう研修センターの料金

を含め事業見直しが必要な時期である

と考えます。研修センターで行われてい

る事業は公金によって運営されている

ことを忘れず、市場で似たような事業が

行われている場合は、市場を壊さないよ

う、受益者負担をしっかり考え、見直す

べきであると考えます。 
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○議会運営委員会 
 

受理
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９ ６.６.17 対外的情報省

の設立と横田

基地等の見直

しを求める意

見書の提出に

関する陳情書 

愛知県安城市  

団体  

 

要旨 

国に対し、対外的情報省を設立し、日

米安全保障条約を戦後から今日に至る

間、再検討を行い、横田基地を含む都内

にある米軍施設７か所の基地を見直し

の対象とする必要があるとの意見書を

提出するようお願いする次第である。 

 

理由 

第二次世界大戦が終結し、平和な時代

が来ると世界の人々は思ったが、その後

も各地で国家間の戦争や、民族、宗教、

資源争奪紛争等が勃発している。歴史を

振り返ると、フランスの著名な学者は、

人間の歴史4,000年のうち、平和は277年

間で、あとの3,723年間、戦争はどこか

で行われ、現在も続いていると著書で述

べている。             

 国は混沌とする世界情勢を把握する

ために、対外的情報省を設立し、その過

程で日米安全保障条約を再検討し、横田

基地を含む都内にある米軍施設７か所

の基地を見直しの対象とする必要があ

ると考える。            

 以上の理由により、次の事項について

関係行政庁への意見書を提出すること

を陳情する。 

 

陳情事項 

国は世界の情勢を鑑み、対外的情報省

を設立し、その過程で日米安全保障条約

を再検討し、横田基地を含む都内にある

米軍施設７か所の基地を見直しの対象

とすること。 
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受理
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11 ６.８.15 ひきこもり基

本法制定に関

する意見書採

択のお願い 

富山県射水市 

三ケ2467  

高和 正純  

 

誰ともまったくつながりがない深刻

な状態の人ほど、声を挙げられないまま

自ら生き続けることを否定し、孤立して

いきます。その大半は、家族以外の人と

交わることを避け、発信することもな

く、社会から否定されることへの不安感

や不信感から、誰にも助けを求められな

い実態があります。         

 そのため、同居または別居している家

族（親や兄弟姉妹等）が、ひきこもり状

態にある人（以下、本人）の生活に唯一

関わることができ、かつ社会資源などの

情報を届ける役割を担っているのが現

実です。              

 だからこそ、家族支援を通じて、本人

の障がいや診断の有無にかかわらず、本

人も家族も尊厳を持って生き延びられ

るよう、それぞれ選択肢となる必要な施

策を提供していくために、私たちは、ひ

きこもり状態に特化した法律の施行が

急務だと訴えています。       

 私たち、当事者家族は、ひきこもり基

本法の制定を望んでいます。ここに、ひ

きこもり基本法制定の意見書を各議会

において採択いただき、国に働きかけて

くださるよう、お願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



陳     情 

○議会運営委員会 
 

受理
番号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
受理 
番号 

受 理 
年月日 件  名 提 出 者 要     旨 

12 ６.８.21 対外的情報省

を設立し、食

糧危機に対応

することを求

める意見書の

提出に関する

陳情書 

愛知県安城市  

団体  

 

要旨 

我が国が東アジアで戦争に巻き込ま

れ、主要な食料の輸入が全面停止し、国

内の食料備蓄が枯渇した時、多数の人々

が飢餓状態に陥る。このような事態にな

らないために、常時、食糧輸入先の政治

動向の把握が必要である。      

 国に対して、対外的情報省を設立し、

食糧危機に対応することを求める意見

書の提出をお願いする次第である。 

 

理由 

世界は戦争の時代に突入した。ロシア

がウクライナに侵略戦争を始め、中東で

はイスラエルとハマスが武力衝突を繰

り返し、中東全体が不安定化している。

 東アジア地域では中国が拡張政策を

進め、北朝鮮も核実験を繰り返し、東ア

ジア全体に緊張関係が高まっている。ま

た、東アジアで戦争が勃発すれば、我が

国は輸出入が途絶え、食糧備蓄は底をつ

き、食糧危機が発生し、国民は飢餓状態

に陥ってしまう。          

 このため、常日頃、有志国と連携し、

食糧輸入先の政治動向等を得ることが

重要である。国に食糧危機に対応するた

め、対外的情報省を設立するよう意見書

の提出をお願いする次第である。 

 

 


